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表  題 米国における一次リチウム電池の航空機輸送規制に関する注意事項 

適用機種 MELSEC A/QnA/Q/L/QSシリーズ，MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサ全般 

 

三菱電機株式会社 名古屋製作所    〒461-8670 名古屋市東区矢田南 5-1-14 

 

三菱シーケンサMELSEC-A/QnA/Q/L/QSシリーズ，MELSEC iQ-Rシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上

げます。 

 

2004年12月29日から米国連邦運輸省より，米国における一次リチウム電池の輸送規制が航空機輸送を対象に

施行され，旅客機による輸送が禁止されました。これに伴い，一次リチウム電池を米国向けおよび米国国内で

航空機輸送する場合は，旅客機での誤輸送を防ぐため規制に従った対応が必要となります。（ただし，最終仕向

け地が米国のみでなく，米国を経由する場合，米国から発送する場合も含みます。） 

本テクニカルニュースは，Department of Transportation 49CFR Parts 171,172,173 and 175 Hazardous 

Materials; Prohibition on the transportation of Primary Lithium Batteries and Cells Aboard Passenger 

Aircraft; Final Rule (米国連邦運輸省 49 CRF Parts 171,172,173および175危険物規制; 一次リチウム電

池の旅客機による輸送禁止令)に基づき，航空機輸送における一次リチウム電池の輸送規制での取扱い方法を弊

社がまとめたものです。お客様にて一次リチウム電池を輸送される場合，荷主責任はお客様となりますので，

お客様におかれましても必ず規制の内容をご確認ください。 

また，航空会社によっては規制の取扱いが異なる場合がありますので，詳細については航空会社にお問い合

せください。 

 
  



三菱シーケンサ テクニカルニュース No.PLC-D-518-D 2/6 

 

1. 規制対象機種 

MELSEC-A/QnA/Q/L/QSシリーズ，MELSEC iQ-Rシリーズのシーケンサ製品において，規制対象となる機種は下

記のとおりです。 
 

表１ 規制対象機種 

品    名 形    名 製品形態 

Qシリーズ用バッテリ 

Q8BAT リチウム電池単体（組電池） 

Q8BAT-SET 
リチウム電池単体（組電池） 

＋Q8BAT接続ケーブル 

Qシリーズ，Lシリーズ，MELSEC iQ-R

シリーズ用バッテリ 

Q7BAT リチウム電池単体 

Q7BAT-SET リチウム電池単体＋ホルダ 

Qシリーズ，Lシリーズ，QSシリーズ，

MELSEC iQ-Rシリーズ用バッテリ 
Q6BAT リチウム電池単体 

Aシリーズ，QnAシリーズ用バッテリ 

A8BAT リチウム電池単体（組電池） 

A8BAT-SET 
リチウム電池単体（組電池） 

＋A8BAT接続ケーブル 

A6BAT リチウム電池単体 

Kシリーズ用バッテリ K6BAT リチウム電池単体 

Qシリーズ メモリカード用バッテリ Q2MEM-BAT, Q3MEM-BAT リチウムコイン電池単体 

MELSEC iQ-Rシリーズ 

C言語コントローラユニット 
R12CCPU-V 

リチウムコイン電池 

(BR2450A)を組込 

Qシリーズ用メモリカード 

Q2MEM-1MBS, Q2MEM-2MBS 
リチウムコイン電池 

(Q2MEM-BAT)を同梱 

Q3MEM-4MBS, Q3MEM-8MBS 
リチウムコイン電池 

(Q3MEM-BAT)を同梱 

Q3MEM-4MBS-SET, Q3MEM-8MBS-SET 

リチウムコイン電池 

(Q3MEM-BAT)を同梱 

＋メモリカード保護カバー 

QnA(S)シリーズ用メモリカード 

Q1MEM-128S, Q1MEM-128SE, Q1MEM-1MS, 

Q1MEM-1MSE, Q1MEM-1MSF, Q1MEM-256S, 

Q1MEM-256SE, Q1MEM-256SF, Q1MEM-2MS, 

Q1MEM-2MSF, Q1MEM-512S, Q1MEM-512SE, 

Q1MEM-512SF, Q1MEM-64S, Q1MEM-64SE 

リチウムコイン電池 

(BR2325)を同梱 

AD51H-S3用メモリカード 
A6MEM-256KA-W, A6MEM-512KA-W, 

A6MEM-1024KA-W 

リチウムコイン電池 

(BR2325)を同梱 

AD59用メモリカード AD59MEM 
リチウムコイン電池 

(BR2016)を同梱 
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2. 規制施行開始時期 

2004年12月29日よりすでに施行中 

 

3. 輸送時の取扱い方法 

表１に示す製品を米国向けおよび米国国内で航空機輸送する場合は，3.1項，3.2項に示す内容にご注意くだ

さい。 

（ただし，最終仕向け地が米国のみでなく，米国を経由する場合，米国から発送する場合も含みます。） 

なお，輸送手段として海上輸送や陸上（鉄道）輸送を指定しても，輸送業者が航空機輸送に変更する場合が

ありますので，輸送業者に一次リチウム電池が入っている旨，事前連絡することをお勧めいたします。 

 

3.1 航空貨物機で輸送する場合 

リチウム含有量が電池単体（セル１個）で5g，複数個（全体）で25gを超える場合，出荷梱包に下記のラ

ベル表示が必要となりますので，お客様においてラベルの製作と出荷梱包への添付をお願いいたします。 

また，輸送業者に対して旅客機への積み込みを厳禁とする旨をご指示ください。 

弊社製品のリチウム含有量については，4項を参照してください。 

 

(1) ラベルの表記内容 

下記をラベルに表記してください。字体の指定はありません。 

PRIMARY LITHIUM BATTERIES – FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT 
(2) 文字の大きさ 

下記の大きさで文字を表記してください。 

梱包総重量が30kg以上： 文字高さ12mm以上 

梱包総重量が30kg未満： 文字高さ6mm以上 

(3) 文字の色 

文字の色は梱包の地色と明確なコントラストを持つようにしてください。 

 

3.2 ハンドキャリーにて旅客機内に持込む場合 

(1) 一次リチウム電池単体で旅客機内に持込む場合は，リチウム含有量が電池単体（セル１個）で5g，複

数個（全体）で25gを超えてはいけません。 

弊社製品のリチウム含有量については，4項を参照してください。 

(2) 機器組込，機器同梱状態にて旅客機に持ち込む場合は，リチウム含有量が電池単体（セル１個）で5g，

複数個（全体）で25gを超えてはいけません。また，組込みもしくは同梱の機器および梱包材などを含

めた総質量が5kgを超えてはいけません。*1 

弊社製品のリチウム含有量と質量については，4項を参照してください。 

 

*1 規制の範囲，内容について変更があった場合は，随時お知らせいたします。 
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4. 製品におけるリチウム含有量と質量 

MELSEC-A/QnA/Q/L/QSシリーズ，MELSEC iQ-Rシリーズのシーケンサ製品におけるリチウム含有量と質量を下

記に示しますので，ご参考にしてください。 

 
表２ 製品におけるリチウム含有量と質量 

品名または製品名称 形名 
リチウム 

含有量(g/台) 
質量(g/台) 

Qシリーズ用バッテリ 
Q8BAT 5.2 387

Q8BAT-SET 5.2 429

Qシリーズ，Lシリーズ，MELSEC iQ-Rシリーズ用

バッテリ 

Q7BAT 1.55 47

Q7BAT-SET 1.55 57

Qシリーズ，Lシリーズ，QSシリーズ，MELSEC iQ-R

シリーズ用バッテリ 
Q6BAT 0.52 22

Aシリーズ，QnAシリーズ用バッテリ 

A8BAT 4.32 335

A8BAT-SET 4.32 370

A6BAT 0.48 14

Kシリーズ用バッテリ K6BAT 0.65 17.5

Qシリーズ メモリカード用バッテリ 
Q2MEM-BAT 0.014 0.8

Q3MEM-BAT  0.15 6.7

MELSEC iQ-Rシリーズ 

C言語コントローラユニットに組込の 

リチウムコイン電池 

BR2450A 0.16 5.0

QnA(S)シリーズ用メモリカードに同梱の 

リチウムコイン電池 
BR2325 0.05 3.2

AD51H-S3用メモリカードに同梱の 

リチウムコイン電池 

AD59用メモリカードに同梱の 

リチウムコイン電池 
BR2016 0.02 1.6
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改訂履歴 

副 番 発行年月 改 訂 内 容 

－ 2007年6月 初版 

A 2007年7月 
・「1.規制対象機種」を見直しました。 

・「4.製品におけるリチウム含有量と質量」を見直しました。 

B 2009年12月 

・「適用機種」を見直しました。 

・「1.規制対象機種」を見直しました。 

・「4.製品におけるリチウム含有量と質量」を見直しました。 

C 2014年6月 

・「適用機種」にMELSEC iQ-Rシリーズを追加しました。 

・「1.規制対象機種」にMELSEC iQ-Rシリーズを追加しました。 

・「4.製品におけるリチウム含有量と質量」にMELSEC iQ-Rシリーズを

追加しました。 

D 2015年1月 

・「1.規制対象機種」にMELSEC iQ-Rシリーズ C言語コントローラを追

加しました。 

・「4.製品におけるリチウム含有量と質量」にMELSEC iQ-Rシリーズ C

言語コントローラを追加しました。 

・「4.製品におけるリチウム含有量と質量」を見直しました。 
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